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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県職員退職手当支給規則の一部を改正する規則（※） （人事課取扱い）１

鹿児島県職員退職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年10月11日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県規則第62号

鹿児島県職員退職手当支給規則の一部を改正する規則

鹿児島県職員退職手当支給規則（昭和60年鹿児島県規則第21号）の一部を次のように改正す

る。

「第２章 一般の退職手
目次中「第２章 一般の退職手当（第１条の２―第１条の８）」を

第２章の２ 早期退職

当（第１条の２―第１条の８）
に改める。

希望者の募集等（第１条の９―第１条の14）」

第２章の次に次の１章を加える。

第２章の２ 早期退職希望者の募集等

（募集実施要項の記載事項）

第１条の９ 条例第８条の３第２項第11号に規定する知事が人事委員会と協議して定める事項

は，次のとおりとする。

 条例第８条の３第５項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは，その旨

 条例第８条の３第９項各号に掲げる職員は，同項の規定による応募（以下この条及び次

条において単に「応募」という。）をすることができない旨

 条例第８条の３第11項の規定により同項に規定する認定（以下この条，第１条の11及び

第７条の２において単に「認定」という。）をしない場合がある旨

 認定を行つた後遅滞なく，退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め，

条例第８条の３第13項の規定による通知（以下「第13項通知」という。）を行うこととな

る旨（同条第２項に規定する募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合に限

る。）

 条例第８条の３第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ，又は繰り下げる場合が

ある旨

（応募及び応募の取下げ）

第１条の10 応募は，早期退職希望者の募集に係る応募書（別記第１号様式）によつて行うも

のとする。

２ 条例第８条の３第９項に規定する応募の取下げは，早期退職希望者の募集に係る応募取下

げ書（別記第１号様式の２）によつて行うものとする。

（認定又は不認定の通知）

第１条の11 条例第８条の３第12項の規定による通知は，次の各号に掲げる区分に応じてそれ
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ぞれ当該各号に定める通知書によつて行うものとする。

 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書（別記第１号様式の３）

 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書（別記第１号様式の４）

（退職すべき期日の通知）

第１条の12 第13項通知は，退職すべき期日の決定通知書（別記第１号様式の５）によつて行

うものとする。ただし，第13項通知を条例第８条の３第12項の規定による通知と併せて行う

場合は，認定通知書によつて行うものとする。

（退職すべき期日に係る同意）

第１条の13 条例第８条の３第14項に規定する同意は，退職すべき期日の繰上げ（繰下げ）同

意書（別記第１号様式の６）によつて行うものとする。

（退職すべき期日の変更通知）

第１条の14 条例第８条の３第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は，退職

すべき期日の変更通知書（別記第１号様式の７）によつて行うものとする。

第４条中「別記第１号様式」を「別記第１号様式の８」に改める。

第７条の２各号を次のように改める。

 地公法第28条第１項第２号又は第４号の規定による免職の処分を受けた者

 地公法第28条第４項の規定による失職（地公法第16条第１号に該当する場合に限る。）

をした者

 条例第４条第１項第２号又は第５条第１項第６号に掲げる者

 認定を受けて条例第８条の３第16項第３号に規定する退職すべき期日に退職した者

 公務上の傷病により退職した者

第13条に次の１項を加える。

４ 知事は，前項の規定による届書の提出を受けたときは，受給資格証に必要な改定をし，こ

れを当該受給資格者に返付する。

「大正
「昭和

別記第１号様式中 昭和 年 月 日 を 年 月 日 に，「平成 年 月 日」
平成 」

平成 」

を「 年 月 日」に，「六月間」を「６月間」に改め，同様式（別紙）を次のように改

め，同様式を別記第１号様式の８とする。
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（別紙）

退 職 理 由

任命権者 退職者
退 職 の 理 由

記入欄 記入欄

１ 定年，任用期間満了等によるもの

□  定年による退職（定年 歳）

□  任用期間満了による退職

２ 任命権者からの働きかけによるもの

□  懲戒免職等処分

□  地方公務員法第28条第１項第２号若しくは第４号の規定による免職又はこれに準ずる処

分

□  地方公務員法第28条第１項第１号若しくは第３号の規定による免職又はこれに準ずる処

分

□  地方公務員法第28条第４項の規定による失職（同法第16条第１号に該当する場合に限

る。）又はこれに準ずる退職

□  地方公務員法第28条第４項の規定による失職（同法第16条第１号に該当する場合を除

く。）又はこれに準ずる退職

□  鹿児島県職員退職手当支給条例第４条第１項第２号又は第５条第１項第６号に規定する

理由

□  鹿児島県職員退職手当支給条例第８条の３第11項に規定する認定

□ ３ 公務上の傷病によるもの

□ ４ 職員の個人的な事情に起因するもの

□  職務に耐えられない体調不良，けが等があつたため

□  妊娠，出産，育児等を行う必要があつたため

□  家族の事情の急変（父母の扶養，親族の介護等）があつたため

□  配偶者等との別居生活が継続困難となつたため

□  転居により通勤困難となつたため（新住所： ）

□  その他（具体的に ）

□ ５ その他（１～４のいずれにも該当しない場合）

具体的事情記入欄（任命権者用）

注意事項

職員の個人的な事情に起因する退職の場合には，退職の主たる理由を一つ選択し，退職者記入欄の□の中に○印を記

入すること。
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附則の次に次の７様式を加える。

別記

第１号様式（第１条の10関係）

早期退職希望者の募集に係る応募書

年 月 日

任命権者 殿

所 属

職 名

氏 名 印

職員番号

鹿児島県職員退職手当支給条例第８条の３第９項の規定により，このたびの早期退職希望

者の募集に下記のとおり応募します。

記

１ 応募する早期退職希望者の募集

募 集 の 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

退職すべき期

日又は期間

２ 応募者の情報

級 号 給 給料表【 】 級 号給

生 年 月 日 年 月 日 年 齢 歳

注意事項

１ 氏名を自筆で記入したときは，押印を省略することができる。

２ 「募集の期間」欄及び「退職すべき期日又は期間」欄は，募集実施要項に記載されて

いる期日又は期間を記入すること。

３ 年齢は，応募日現在で記入すること。

※ 任命権者記入欄

受 理 年 月 日 受 理 番 号
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第１号様式の２（第１条の10関係）

早期退職希望者の募集に係る応募取下げ書

年 月 日

任命権者 殿

所 属

職 名

氏 名 印

職員番号

鹿児島県職員退職手当支給条例第８条の３第９項の規定により，早期退職希望者の募集に

係る応募を下記のとおり取り下げます。

記

１ 取下げに係る早期退職希望者の募集

募 集 の 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

２ 認定内容

認定通知書に記載された認定年月日 年 月 日

退 職 す べ き 期 日 又 は 期 間

注意事項

１ 氏名を自筆で記入したときは，押印を省略することができる。

２ 「２ 認定内容」は，取下げ時点において認定を受けている場合に記入すること。

また，このうち「退職すべき期日又は期間」欄には，取下げ時点において退職すべき

期日が既に通知されている場合は当該期日を，それ以外の場合は募集実施要項に記載さ

れている退職すべき期間を記入すること。

※ 任命権者記入欄

受 理 年 月 日 応募受理番号
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第１号様式の３（第１条の11，第１条の12関係）

認定通知書

第 号

年 月 日

（ 扱い）

殿

任命権者 

年 月 日付けの早期退職希望者の募集に係る応募については，応募による

退職が予定されている職員である旨の認定をしたので，鹿児島県職員退職手当支給条例第８

条の３第12項の規定により，下記のとおり通知します。

記

認 定 年 月 日 年 月 日

退職すべき期日又は期間

注意事項

「退職すべき期日又は期間」欄は，募集実施要項に退職すべき期日を記載した場合は当

該期日を，退職すべき期間を記載した場合は当該期間を記入すること。ただし，鹿児島県

職員退職手当支給規則第１条の12ただし書の規定により第13項通知を併せて行う場合は，

この様式中「認定を」とあるのは「認定及び退職すべき期日の決定を」と，「第８条の３

第12項」とあるのは「第８条の３第12項及び第13項」とし，「退職すべき期日又は期間」

欄は，鹿児島県職員退職手当支給条例第８条の３第13項の規定により定めた退職すべき期

日を記入すること。
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第１号様式の４（第１条の11関係）

不認定通知書

第 号

年 月 日

（ 扱い）

殿

任命権者 

年 月 日付けの早期退職希望者の募集に係る応募については，下記理由に

より認定をしない旨の決定をしたので，鹿児島県職員退職手当支給条例第８条の３第12項の

規定により，通知します。

記

（不認定の理由）

第１号様式の５（第１条の12関係）

退職すべき期日の決定通知書

第 号

年 月 日

（ 扱い）

殿

任命権者 

あなたの退職すべき期日については， 年 月 日と決定したので，鹿児島県

職員退職手当支給条例第８条の３第13項の規定により，通知します。
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第１号様式の６（第１条の13関係）

退職すべき期日の繰上げ（繰下げ）同意書

年 月 日

任命権者 殿

所 属

職 名

氏 名 印

職員番号

鹿児島県職員退職手当支給条例第８条の３第14項の規定により，下記の退職すべき期日を

繰り上げる（繰り下げる）ことに同意します。

記

認 定 年 月 日 年 月 日

既に通知した退職すべき期日 年 月 日

注意事項

１ 氏名を自筆で記入したときは，押印を省略することができる。

２ 「認定年月日」欄は，認定通知書（別記第１号様式の３）に記載されている認定年月

日を記入すること。

３ 不要の文字は，抹消すること。
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第１号様式の７（第１条の14関係）

退職すべき期日の変更通知書

第 号

年 月 日

（ 扱い）

殿

任命権者 

あなたの退職すべき期日を下記のとおり変更することとしたので，鹿児島県職員退職手当

支給条例第８条の３第15項の規定により，通知します。

記

変更前 年 月 日

退職すべき期日

変更後 年 月 日

変 更 同 意 日 年 月 日

附 則

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第７条の２の改正規定は，平成25年11月１日

から施行する。


